
 別紙１ 

委託に付す食事の種類と食数 

 

 

区 分  

 

食種名 

・食形態 

・特別指示 

・主食の禁止対応 

1 日 1 食 

当たり 

予定食数 

一 

般 

治 

療 

食 
 

・
特 
別 

治 

療 

食 

の 

一
部 

軟 菜 食                 ・食形態：マッシュ・極刻み（とろみ）・きざみ（とろ

み）・一口大・軟らか 

・禁止食：卵・大豆製品・魚介類・肉・乳製品・小麦・

甲殻類・ナッツ・野菜・果物類など加工品含

む、その他 

65 

ソフト食 ・嚥下訓練食・嚥下食 4 

経口流動食 

                  

・禁止食：豚・牛・鶏・卵・エビ・麺・乳製品・卵・果

汁･汁物･豆乳、その他      

 

10 

経管栄養食 ・経腸栄養剤 23 

 離乳食 ・準備・前期・後期食 

・禁止食：卵・大豆製品・魚介類・肉・乳製品・小麦・

野菜・果物類など加工品含む、その他 

1 

 調 乳 ・指示のミルク 7 

基本食 

幼児食 

アレルギー食、 

貧血食、 

行事食 

その他基本食

に準じる食種 

 

・串刺し食 

・食欲不振食 

（個別対応：揚げ物・麺料理・おじや・サンドイッチ・

卵料理・スープ付、付加食品、禁止食品等） 

・禁止食（生もの・卵・大豆製品・魚介類・肉・乳製品・

甲殻類・小麦・ナッツ・野菜・果物類など加工品含む、

その他） 

 ※治療、宗教等への対応有 

・選択メニュー（週 3 回） 

・祝い膳（周産母子センター：週 2 回） 

 

150 

 ・個別対応：揚げ物・麺料理・おじや・サンドイッチ 

卵料理・スープ付、付加食品、禁止食品等 

26 

その他  哺乳瓶・キャップ洗浄  約２００本   

術後食 

潰瘍食 

・消化器術後の食事（消化の良いもの） 

・形態：流動・マッシュ・極刻み（とろみ）・ 

きざみ（とろみ）・一口大・軟らか 

・主食：禁パン 

5 



禁ヨード食 ・治療・検査に伴う食事 

・形態：ミキサー・マッシュ・極刻み（とろみ）・ 

きざみ（とろみ）・一口大・軟らか 

1 

 低繊維食 ・脂質・食物繊維の制限 

・形態：ミキサー・マッシュ・極刻み（とろみ）・ 

きざみ（とろみ）・一口大・軟らか 

・主食：禁パン（低繊維食Ⅱのみ） 

2 

（注）①各食種とも禁止食材がある場合は代替食材を用いて調理する。 

②食形態は基本食の他、上記の指示食が含まれる。但し、患者の症状によっては 

上記に拘らず、栄養管理部長の指示に従うこと。 

 

 なお、下記に示される特別治療食については、本学職員が調理するものとし、受託者は、

食材の調達を行うものとする。 

 

・肝臓病食 

・膵臓病食 

・腎臓病食 

・透析食 

・心臓病食 

・妊娠高血圧症食 

・低プリン食 

・高血圧症食 

・糖尿病食 

・糖尿病性腎症食 

・脂質異常症食 

・ケトン食 

・フェニルケトン食 

・先天性代謝異常食 

・スリーブ術後食 

 


